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条 例

　北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年11月30日

北海道知事　鈴　木　直　道
北海道条例第40号
　　　北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第 １条　北海道知事等の給与等に関する条例（昭和22年北海道条例第９号）の一
部を次のように改正する。

　　第４条第２項中「100分の167. 5」を「100分の157. 5」に改める。
第２条　北海道知事等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
　　第４条第２項中「100分の157. 5」を「100分の162. 5」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月
１日から施行する。

　北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年11月30日

北海道知事　鈴　木　直　道
北海道条例第41号
　　　北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
　（北海道職員の給与に関する条例の一部改正）
第 １条　北海道職員の給与に関する条例（昭和27年北海道条例第75号）の一部を
次のように改正する。

　 　第19条第２項中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」に、「100分の107. 5」
を「100分の92. 5」に改め、同条第３項中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」
に、「100分の72. 5」を「100分の62. 5」に、「100分の107. 5」を「100分の92. 5」
に、「100分の62. 5」を「100分の52. 5」に改める。

第２条　北海道職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
　 　第19条第２項中「100分の112. 5」を「100分の120」に、「100分の92. 5」を
「100分の100」に改め、同条第３項中「100分の112. 5」を「100分の120」に、
「100分の62. 5」を「100分の67. 5」に、「100分の92. 5」を「100分の100」に、
「100分の52. 5」を「100分の57. 5」に改める。

　（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）
第 ３条　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成12年北海道条例第
121号）の一部を次のように改正する。

　 　第６条第２項中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」に、「100分の167. 5」
を「100分の157. 5」に改める。

第 ４条　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す
る。

　 　第６条第２項中「100分の112. 5」を「100分の120」に、「100分の157. 5」を
「100分の162. 5」に改める。

　（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第 ５条　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年北海道条例第67
号）の一部を次のように改正する。

　 　第９条第２項から第４項までの規定中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」
に、「100分の167. 5」を「100分の157. 5」に改める。

第６条　一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す
　る。
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　　第９条第２項から第４項までの規定中「100分の112. 5」を「100分の120」
　に、「100分の157. 5」を「100分の162. 5」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規
定は、令和４年４月１日から施行する。

　北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年11月30日

北海道知事　鈴　木　直　道
北海道条例第42号
　　　北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第 １条　北海道学校職員の給与に関する条例（昭和27年北海道条例第78号）の一
部を次のように改正する。

　 　第19条第２項中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」に、「100分の107. 5」
を「100分の92. 5」に改め、同条第３項中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」
に、「100分の72. 5」を「100分の62. 5」に、「100分の107. 5」を「100分の92. 5」
に、「100分の62. 5」を「100分の52. 5」に改める。

第２条　北海道学校職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
　 　第19条第２項中「100分の112. 5」を「100分の120」に、「100分の92. 5」を
「100分の100」に改め、同条第３項中「100分の112. 5」を「100分の120」に、
「100分の62. 5」を「100分の67. 5」に、「100分の92. 5」を「100分の100」に、
「100分の52. 5」を「100分の57. 5」に改める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月
１日から施行する。

　北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
　　令和３年11月30日

北海道知事　鈴　木　直　道
北海道条例第43号

　　　北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第 １条　北海道地方警察職員の給与に関する条例（昭和29年北海道条例第34号）
の一部を次のように改正する。

　 　第22条第２項中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」に、「100分の107. 5」
を「100分の92. 5」に改め、同条第３項中「100分の127. 5」を「100分の112. 5」
に、「100分の72. 5」を「100分の62. 5」に、「100分の107. 5」を「100分の92. 5」
に、「100分の62. 5」を「100分の52. 5」に改める。

第２条　北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
　 　第22条第２項中「100分の112. 5」を「100分の120」に、「100分の92. 5」を
「100分の100」に改め、同条第３項中「100分の112. 5」を「100分の120」に、
「100分の62. 5」を「100分の67. 5」に、「100分の92. 5」を「100分の100」に、
「100分の52. 5」を「100分の57. 5」に改める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月
１日から施行する。


